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は じめに

本論文は、 日本植民地下台湾において 日本人が どのよ うに台湾の少年犯罪 を理解 していたのか

を検証す るものである。昭和15年 か ら18年 、植民地において どのよ うな皇国教育 と青少年の不良

化防止活動が展開されたのか、植民地統治下の公教育か らもれた台湾の子 どもたちが どの ような

少年期を過 ごしたのか、総督府 を頂点 とする 日本人官僚、保護団体、婦人会の台湾人少年への理

解を述ベ る。

『台湾司法保護』は、犯罪少年 ・犯罪者の保護活動に従事する関係者 ・保護委員を対象 とした

雑誌であ り、台湾総督府の刊行によるものである。そのため、犯罪者が どうして犯行 に走ったの

か、これ ら背景を綿密 に洗い出し、世間の 目の冷たさか ら再犯に走る状況を是正するよう呼びか

ける啓蒙雑誌である。 しか し戦争色が濃 くなると、人材確保のために犯罪者の更生が叫ばれるよ

うにな り、保護活動の趣 旨がそれまでとは一線 を画す よ うになる。本論文では昭和15-18年 の状

況 を述べるが、それまで地道 に蓄積 され てきた保護活動に関す る経験、理論がすべて 「お国の為

に」 とい う言葉に集約 され るようになっている。

では、 どのよ うな人物が どのよ うな経緯で犯罪 を犯 したのか、その具体例 を見てみ よう。 「鳳

山の片 田舎の豪農 に生まれたのが彼である。二つ に して彼の母は不図 した病が因 とな り遂に幼い

彼 を残 し、不帰の客 となつた。父は後妻 を迎へて男の子一人をも うけた。加へて父はまもな く病

魔 に襲はれ、忽然 として世を去った。いたいけな少年は公学校の教育のみで社会に送 り出されね

ばな らなかつた。彼は継母か ら邪魔な存在に しか思はれなかつた。叔父が仲に入 り遺産相続 と云

つて少 しばか りの金をわけて貰った。十八歳 の春、孤独 の彼に遊び友が魅惑的存在 にな り、青春

の血たぎたる彼は酒色 を追ふた。大都会に憧れた彼等は高雄に出ることは出たが、何が彼等を待

つてゐただろ う。彼を容れ る余地はなく、職工があ り余つてゐる上に彼の腕は未熟 といふので、

どの洋服店か らも断 られた。 さりとて叔父 には給料 も渡 さないできたのだか ら今更帰 る勇気 も出

なかつた。第一線 に立つて専門に窃盗 を働いたのだ。懲役三年、厳粛な宣告の前に彼は我が罪 に

おののいた。.その刑期 を終へて出獄 したのが彼が二十二の年だつた」1)。

1非 行の原因

・台湾本島人の少年

『台湾司法保護』には、総督府 を頂点 とする 日本人官僚、保護団体、婦人会、関係者の台湾人



少年への理解、感想が何度か掲載 されている。少年が非行 に走る前段階 として、買喰、飲酒、喫

煙 が指摘 され、本島人に対 して、あま り盗みを反省 していない、罪悪感がない とい う認識 を共有

していた。

総督府法務局行刑課長稲 田喜代治(昭 和18年 法務部長)は 、 「今でも本島では、一部の社会に

は盗みをすることを大 した悪いことだ と思つてゐない様な人々もあるや うです。 高等法院検察局

東方通訳の警察時報 に紹介 された ところによると、盗みをす ることを唱つた子守唱が今でも唱は

れてゐるとのことですが先つか う云ふ方面の改善 も少年不良化防止の為めには必要なことと考へ

るのであ ります」 と理解 していた4)。

同様の意見は、台南州聯合保護会主催 の座談会の安平区長の説明に もみ られ る。 「掻浚の精神

を正さねばな らない と恩ひます。私の工場では、石炭の燃 へかすを庭に積んでお くと、本島人の

子供達は袋を持つて來て、其の燃へかすの石炭の中よ り未だ燃へてゐない石炭を拾ひ集 めて歸 る、

私達の顔で もみるとす ぐ逃げる、即ち悪い事は知ってゐるのである、一寸追ふまねでもすれば、

悲鳴をあげて逃げる、彼等は全 く盗みに来てゐるといふことは知つてゐるのである、家庭でも親

は是を奨めてゐるのではなか らうか と思ひます。」5)。

ここか らは、本 島人=罪 の罪悪感 がない、だか らこそ厳 しい監督、指導をとい う構図がみ られ

る。この ような本 島人観に、大陸に対する偏見 も入 り混 じった視点が再投影 されていく。新町区

長は、 「私も十年前支那に行ってみま したが、大谷光端氏 も話 されてゐますが、支那人は他人 よ

り物を貰ふ ことを非常に恥 ぢる、而 して人の居ない時には物を盗んでゆ く、外面を飾 り蔭で悪事

をなすのが支那の國民性であると思ひます。民族の陶冶は教育にあると思ひます。一時的に罰 し

ても、根本的に作 りなほす事は出来ない と思ふ、以前読んだ、夏 目漱石の書 中に或る所に不良見

あ り、 どの様に してみても不良を改めない、如何にすべきかを或 る指導者に尋ねる と某人 曰く、

『そんな事はなんで もない、温い情で強 く打て、而 もうつ手は温い手でなければな らない』 と言

つた との話を思ひ出します。先づ不良少年の言葉が悪い、囚人を受刑者、監獄 を刑務所 とかへた

様に、不良者 に封する何か変るべき良き言葉があれば、 自畳的になほる人もあるのではなか らう

か、名前は言ひかねますが、壷南市で も不良少年ばか り使って非常に成功 した人 もあります。熱

をもつて涙のあるこらしめ理智的指導を願ふ ものであ ります」6)。

一部の犯罪少年の話か ら 「民族の陶冶」 とい う話 に移 り変わ り
、「一時的に罰 しても根本的に

作 り直す ことはできない と思 う」 と言 う。その上で表面的に囚人=受 益者、監獄 一刑務所 と言 う

名称の変更が配慮ある変更だ と評価 し、最後 には 「涙のあるこらしめ」 「理知的指導」 とい う相

矛盾す る言葉で情熱的に締め括 られている。

・買喰 と少年犯罪

しかし少年 の心性はどこもこんなものであるとい う単純明快な刑務所長の次のような意見 もあ

る。 「不良を教育に依 り導 く事の必要は勿論ですが、私の体験 より言へば、犯罪の原因は買喰の



習慣が一番多い と思ひます。私が少年刑務所 にをつた時調査 してみたこともあるのですが、殆 ど

が買喰が原因をな してゐる、買喰の悪習を防止することが出来れ ば、或 る程度の犯罪を防止する

事が出来 ると思ひます。買喰から簡軍な遊興へ と走 る様です」7)。

新竹の警察署長である川野 も、不良化の原因は買喰の習慣 にあるとしている。 「不良性 を帯び

て来 る原 因は家庭の欠階に基づくものが多い様であ ります。即 ち本島人の習慣 として實子があり

乍 ら養子を貰ひ、其の次に又本島の悪い習慣 として子供に小使銭を持たせ る事 も非常にいけませ

ん。 よその子が金を貰つて買喰す るのを見て、金 を持たせ られない貧困家庭の子供等がたま らな

くな り、買喰の金を造 り出す為めに悪い事 をす ると云ふ ものが非常に多い様であ ります」8)。

家庭の しつけ、内地の金銭感覚 と異なる本 島人のあ り方に、戦時下生活物資が不足 しつつあ る

状況 もあ り、批判が繰 り返 される。

・少年犯罪の状況

当時台湾の犯罪少年は、警察に何度か逮捕 されその後は じめて少年刑務所に収容 され る者、初

犯で収容 される者、何度も警察に捕ま りなが ら逮捕に至 らない者がいた。その統計の取 り方、当

該地の警察の対応がまちまちであったためあいまいな処理がなされていた。

大槻刑 務所長は、 「少年犯罪が増加 の傾向にあることは實になげかわ しい ことと言はねばな り

ません、其の十四年度分は私の新竹 にをつた時つ くつた統計であ りますが、二七六名の受刑者中

第一回の犯罪で刑務所にひかれて來た者は僅か五十名残絵は何回 とな く警察あた りで説諭 され如

何に して も仕様がない とて刑 を受けるに至った者が一三七名だった と記憶 してを ります、甚だ し

いのにな ると十数回の犯罪をなして初めて刑務所 に入所 した者 もあ ります、 これによつてみま し

ても少年なる故 に何 とか して諭 して欠点を正 し良 く導いてや りたいそ して止むを得ない者のみ を

刑務所に入所 させてる事が伺はれ るのであ ります、今少年受刑者の數 より判断 してみます ると、

全島には四千の不良者がをると言へ ると思ひます」 と述べている14)。

それでは当時の不良少年の定義はどのような ものだっただろ うか。不良少年の定義 は、新竹地

方法院判官 ・陳明清の言葉 を借 りれば 「(一)既 に犯罪 をな した者、(二)犯 罪す る虞 のある者、

(三)性 質の悪い者」の三つの場合 を総称 してい る。陳は、 「警察や法院で取扱ふ ものは第一の

場合の者 のみに過 ぎませんので、第二、第三の場合の部類 に属する者 を何 とか して、早期に發見

して速かに適切 なる封策を講ず ることが少年犯罪の防止上是非必要である」 と述べている15)。台

南市宇都宮署司法主任 は、 「当時不 良少年 と呼ばれた者に厳密 な定義はないが、警察方面で不良

として取 り扱ふ者は、掻浚、萬引、掏摸などやつて派出所の巡査の眼にとま り調査 してみて数回

の犯罪 をな しておれば不良者にいれます」 と説明 している16)。

当時台湾には、刑務所である新竹少年刑務所以外 に、一部の感化院以外に少年矯正施設 はな く、

犯罪少年は警察に何度か逮捕 されると、その時の状況に応 じて無罪放免 か、刑務所送致 となった。

内地では一部存在 した少年審判所もなかった。



法務 局行刑課長稲 田喜代治は、「近頃本島に於 きま しても青少年不良化の一つの原因 とな りま

す飲酒、喫煙 を防止す るため未成年者禁酒法、未成年者禁煙法等を施行 し、 目下その法律の遵守

週間中で色々行事が行はれてゐますが一方 四月一 日か ら小公学校 を国民学校 と改め、或は各地に

於て青少年の訓練 を行ふ等色々青少年の保健、教養、訓練の方法を講 じられて居 るのであ ります

けれ ども、不良青少年或は犯罪青少年の教化善導或は矯正訓練を為す設備は必ず しも充分である

とは申せ ないのでありま して僅かに松山の成徳学院が公の設備 として不良少年の教養 をなして居

るの と、犯罪青少年 に対 しては新竹少年刑務所に於て特殊な行刑を行つて居 ります外に、島内に

二百三十五の司法保護団体があ りま して二千数百名 の司法保護委員の方 々が 日夜一般刑余者の保

護善導をなす と共 に犯罪者の保護矯正のために涙 ぐま しい努力を払つてゐるのであ りますが、青

少年の犯罪数は減ずるどころか却て増加 して居るのであ ります」 と述べている17)。

そのため、保護活動が、刑務所に送致 されない不良少年のさらなる不良化 を食い止めるため重

要な役割 を担 っていた。実施 されていなか った少年法の 「精神」を尊重 し、内地 と連携 して少年

保護活動が展開 されていた。

「本島に於 きま してはまだ少年法の実施に至つてはゐませんが、其の精神 を汲んで少年犯の処

理を致 して居 りますので、内地 と呼応 して昭和十三年 よりこの意義深い記念 日を以て全島一斉に

少年保護の精神昂揚に努 めて来たのであ りま して、本 日はその第四回 目の記念 日を迎へた訳であ

ります」18)。



表1、2か らは14-16歳 、福建人の少年犯が多いことが分かる。

これ らの不良少年は当該警察署の視察表な どのファイルに名前な ど情報が記 されていた。例え

ば各地域の管轄機関では、 これ ら不良少年のデータの収集 も行われていた。各地域の不良グルー

プは数量化 され ていた ものの、 目立った不良少年 グループがな く、数名単位 で行動す る者が多か

った。

また警察は、都 市に多い少年浮浪者 の取締 りを強化 している。 「不良無頼 の跋扈は本 島住民の

皇民化促進 に支障来すこと甚大に して、殊 に犯罪は無職浮浪 より起 ることに鑑み、之等不良無頼

の撲滅は本島治安の基礎を固 くし、明朗大稲？の実現 を計 るべ く青少年殊 に保護少年の指導取締

方法に留意せ られた榊原前北署長は、当署管内取締圏内にある浮浪戒告者 、無頼漢及保護少年等

に対 し、時局 に対する正当なる認識 を新 に し、 自戒 自粛の念 を惹起せ しめ以て取締の徹底を期す

るべ く、昭和十五年六月二十下一日及十二月十九 日の二回に渉 り之等不良青少年 を召集 し、改悛 の

情顕著に して視察の要なきもの五十二名 に対 しそれぞれ勤行証を附与する等、懇 々と慈愛深 き訓

戒を与えられ、一面防犯専務員 に於ては、之等少年の家庭 と密接な連絡のもとに厳格 なる取締」

を した19)。

新竹法院検察官 ・中島大智は、「少年審判所 の在 る地方 とか、又特 に確か りした保護団体や教

化団体のある所ではいいのですが、それのない所では猶豫 に附す る際内地でも大変困 りま したね。

一体少年犯罪者の多 くは先 にもお話 しが出ま した通 り家庭が悪いのですか ら
、その家庭 に歸 した

ら大変だ と思はれる場合は、止むを得ませんから何処かに就職 口を見付 けて、小僧奉公 にでもや

る様 にして居 りま した」 と述べている2°)。

このような状況に対 して、地元警察では、 自転車置 き場の管理な どを小遣い銭 を与えて、不良

化 を食い止めるとい う配慮 をしていた。

「不良を働 いてゐた三十名程の者に警察 よ り月に二十圓程は らって、自転車置場の番 などさせ

て今案外良い成績を収めてゐます」21)。

しか し激増す る不良少年すべてにこのよ うな機会を提供す ることは不可能であ り、「今の処警

察ではそれまで到底手がとどかない」状況であった22)。

・少年犯罪の原因

当時、先天的な能力、発達の問題に加 え、社会における成人文化 の悪影響が少年犯罪の要因だ

とされていた。

「遺伝がもとで反社会的生活 をなすに至るものは、多 く智能の低格者 であり、性格 の異常者で

ある。天才 ・準天才 ・最上智 ・上智 ・正常 ・劣等 ・低能 ・精神薄弱の七つ に分類 してゐるが、そ

の うち上智以上のものを智能優秀者 といひ、劣等以下のものを智能低格者 といつてゐるのである。

彼 らは普通人に於 けるが如き判断能力がないか ら、不知不識 に誤つた判断 を下 し、それが誤 りで

あることに気づかず、思ふままを実行す るか ら勢ひ不良視せ られ るにいたるのである。尤も智能



低格度の著 しい者は、世間で馬鹿者扱ひにされ、お人 よしといはれる通 り一般に行為能力を欠 く

場合が多いからか うした部類の子女は多 く小公学校卒業又は中途退学者 であつて、よ し中等学校

に進んだ として も、その課程 を習得す るだけの頭の働がなく、その重荷にたへかねて、学業を忌

避するとか、中途退学をなす に至 るものである」23)。

ここか ら、台北教護聯盟主事 ・東八郎は、「この意味から小公学校時代か ら頭脳の鈍い ものに、

無理や りに中等教育を受けしめや うとする如きは、却つて本人を不良化す る誘因 とさへなるので

ある」 と述べている24)。

思春期にある少年に対す る理解は、当時の教育学、発達心理学の成果が反映 されていた。少年

には成人による監督が必要であ り、それは少年が本能的で、怠惰で、空想 に耽 り、活動的な存在

であるためであった。そのため少年が関心を持つよ うな娯楽施設 に少年が入場する事を禁止す る

な どした。

「見よ、 日々の新聞紙にはあらゆる社会の裏面が描き出され、月々の雑誌には臆面もな く淫蕩

な記事が暴露 されてゐる。数多の映画館 には道徳を超越 した多 くのス トリーが銀幕の上に映 し出

され、街々辻々に並んだカフェー、喫茶店からは、ひつ きりな しにジャズが客を呼んでゐる。物

価の昂騰、物資の窮乏に、 日々生活にあへいでゐるもののある反面には、股賑の波に乗 り、闇取

引に不当利得 をせ しめて世を脾睨せ るものもあ る」25)。

「色欲 と食欲が思春期に於ける少年の最 も強い本能である。従つて此の期の少年が急激 に芽生

へ来れる色欲を満 さしめ得べき場所の出入を希求 し、又小児期 に於 ける単純なる食物よ り次第に

其の複雑性 を増 し、或は美味を欲 し、変化を求む る結果、酒色関係及び買喰が多数の犯因 とな り、

又此の期の少年は特に社交性及び模倣性 に富み、何 となく人の多 く集まる所に出入 りして他人 と

行動を共に し或は其の真似 をしたがる傾向強 く、随つて娯楽、虚栄、誘惑、賭博、浮浪等による

犯罪の多きことも肯かれ るのである」26)。

「獺惰に付けて も単なる労働嫌忌に非ず して、徒 らなる空想 に耽 りつつ安易な娯楽、享楽を求

め或は都会を憧れつつ遊惰 に陥るのである。又犯罪少年は撞球 に殊の外興味を持ち、之に耽 りし

ことある者実に全体の六十五%に 上 り、撞球場は直接間接少年犯罪の温床 とな り居れ り」27)。

・少年犯罪防止の方策

台北教護聯盟主事 ・東八郎は、「か くて吾々は世の子女 に対 し強かれ と教へ、心を剛 く持つて

正 しく事象を判断 し、勇敢に適進せよ と教へ、確乎不抜の信念に向つて一途に邁進す る生活態度

を養へ と教へなければな らぬ。嘗つて東京少年審判所で取扱つた二万あま りの保護少年の不良行

為の原因調査を見ると、出来心、虚栄、憤怒、怨恨、放縦、怠惰、利欲、習癖、性欲等主 として

本人の意志の弱 さか ら来たものが、その約六割で、家庭の欠陥、貧困、無監督、浮浪、誘惑、遊

蕩、娯楽、交友不良等不良の環境か ら来たものが約四割で、精神欠陥、身体欠陥、遺伝等の生来

的遺伝的なものは僅かに一%強 に しか当たつてゐない結果になつてゐる、即ちその主要なる原因



は意志の弱 さにあ り、そのまた四割即 ち全体の四分の一が出来心 といふ意志活動の放心状態か ら

惹 き起 こされた不良行為 になつてゐる」 と述べ、 自らを厳 しく律す ることの必要性 を述べてい

る28)。

それゆえ、飲食店 、娯楽施設などへの入店を禁止す ることに加 え、結婚年齢を早め生活の安定

を図 る努力 をさせ、地域で集団行事 を行 うことが強調 されている。 当時台湾で も都市文化 は地方

出身者 を含 めて多 くの若者の憧れの的であ り、地方か ら都会に流れ犯罪 に手 を染 める者は後を立

たなかった。そのため地域 による監督 を強化 し、地域に少年の居場所を確保するとい う対策であ

った。 さらに社会教育の一環 として、宗教教育、道徳教育を進 めるべきだ とい う内地の少年審判

官 ・前 田偉男の意見 もあった。

「いかがは しき喫茶店、料理屋、淫売窟等は勿論其の他社会の頽廃的なる凡ゆるものに対 して

徹底的取締を為 し、又未成年者に対す る禁酒法令に よる飲酒の取締徹底、盛場 に於 ける露天飲食

店の粛正、撞球場其の他射倖的遊技場に未成年者の出入禁止等の途を講ず ると共に、一面に於て

は司法保護団体、教化団体、社会事業団体其の他地方の指導的地位に在る者 は速かに不良少年の

発見に努めて、警察官署や、家庭、雇用主 と緊密なる連絡の下に積極的に之が保護指導 を為 し、

又聘金制度廃止其の他婚姻に関する陋習を打破 して貧困家庭の男子にも早婚 を容易な らしむ る方

途を講 じて結婚 に依 り不良化 を防止 し、或は健全娯楽の普及や体育施設の拡充に依 り情操の陶冶

活力の培養 を図 り、又地方別に質実剛健なる気風 を養ふべき種 々の施設、集団的行事 を為す こと

等が少年の不良化及び犯罪の防止上必要 と思はれる。次に啻に少年 のみならず本島民衆全体に対

し社会教育の徹底、正 しき宗教教育の普及等に依 り品性の高揚、徳性の涵養 を図 り、殊に卑 しき

買喰の習慣を絶対に改め しむ ることも少年犯罪の防止上大なる課題 ではあるまいか」29)。

・地域社会の活用

台湾では独 自の保護制度のもとに 日本型地域社会 の形成が強化 され、この組織を保護活動に生

かす よう提案 された。

「本島に於ても保 甲或 は家庭班等が段々強化 され組織 されて居 るや うであ りますがその組織を

この方面に も活用 させ 自分の子供ばか りでなくお互ひの組、家庭班か らは犯罪者はもとよ り不良

青少年をも出さぬ、万一不良化 し或は罪 を犯す者があつて もこれは各組員全体の責任だ と考へて

飽 くまで もその間違つた者に対 し真心 と温い懐 とをもつて これに対処 し、正 しい道 に導きかへ し

一人の落伍者 をも出 さぬや う協力 して頂 きたい と思ひます」30)
。

犯罪防止 には、内地 同様 、「地域で少年の不良化 を防止する とい う対応1ー 「台湾の非行少年

の減少」一 「戦時下の少年の育成」 とい う視点で防止策が考え られていた。そのほか、戦時期が

長期 に渉 り、戦時下にあるとい う台湾人の意識が低いため、不良化が進む とい う声 もあった。

「『こんなことは誰でもす ることだ』『世間にはそんなことをする者はざらにある。敢て自分だ

けが間違ふのではない』 と油断す るところにも不良化の岐路がある。映画館には大勢の少年少女



が入館 してゐる。誰でも入つてゐる。 自分 だけではない。喫茶店 には誰でも出入 りしてゐる。 自

分だけではない。煙草 をふかすのも、遅刻するのも、カンニングす るの も、玉突をす るのも皆 さ

うである。 この誰でもといふ内容 を探つて見ると、多くは自分 と相似たる気の弱い、だ らしのな

い、見込のない徒輩を指すのであつて、将来国家を背負つて立つや うな大丈夫ではないのであ

る」31)。

・不良少年への注意事項

昨今の不 良少年に対する注意 と変わ らない事項が指摘 されている。保護者、学校、関係者 は次

のよ うな少年の変化か ら少年の行動を見守 る必要があるとしてい る。 「不良化の傾向 として一般

に考へ られて居 る事を御参考に申述べて見ます と

一
、身装の異常(だ らしない、派手好み、妙な恰好のズボン、帽子のかぶ り方)

二、外出、帰宅時間の不規則

三、所持品の異常(妙 な写真、予想外の現金、手紙、ボクシング等の喧嘩道具)

四、保護者 に対する態度の変化(動 作の粗暴、反抗的嘘言、落付 のない)

五、娯楽、趣味の異常(マ ージャン、活動 を好む、玉突等子供 らしくない遊び)

六、交友関係の異常(友 人の出入頻繁、呼出の合図)

七、学校、職業に対す る異常(無 断欠、遅刻、早退、給料、勤務 の不平)

八、家庭生活に対す る異常(急 に家族 と折合悪 くアパー ト下宿生活を憧れ)

九、小遣銭 に対する異常(金 遣ひ荒 く、無断使用、無断持出、入質)

十、心身の異常(急 に悲観 し厭世的、浮浪癖)

か うした兆候があれば各家庭では学校などと連絡をとつて注意 して頂きたい と思ひます。 とに

か く子供を導 く上に於ては愛 と情が必要で、仮令一時不良化 し或は何かのはずみで罪を犯 しても

真心 と温かい懐 とをもつて適 当に導 くことが必要で、余 りやかましく厳格に叱 りつづけることも

考へ ものですが、小 さなことで も前に申 しま した様 な不良の傾向に対 しては 『これ位 のことは』

とか 『どの子供にも有勝 ちなことだから』 とか考へて放任す ると取 り返 しのつかぬことになつて

了ひます」32)。

ただ し 「余 りやかま しく厳格に叱 りつづける」 ことはよ くなく、 しか し小 さなことも取 り返 し

のつかない事になりかねないので注意が必要だとい う、なん とも優等生的な提案ではあった。

2　 公教育か らもれた台湾の子 どもたち

・公教育のあり方

台湾では、宮木廣大 ・新竹州知事が 「本島では人口 に比 して不就學の子供が多いので、これ等

の子供 を皆学校に入れ させて了つた ら不良の數が減少するのではあるまいか と云ふ事 も考へ られ

ますね」 と述べているように、未就学者の不良化 とい うのは切実な教育問題 であつた33）。



浮浪者 の教育程度は、公学校卒業者 も多いが、中退者、未就学者の多 さも目立つ。戦前は中等

学校は内地でも進学率が低いままであったことか ら、公学校卒業者は当時の台湾では十分に学力

をつけていた者 だと理解 できる。 しか し、貧困家庭に生まれると公学校に入学できない者、中退

を迫 られ 自分の人生に活路を見出せ ない者 も多かつた。

次に示すのは、司法保護事業聯盟懸賞募集少年保護事業宣伝紙芝居に二等入選 した 「興亜の

力」だが、成績優秀であっても家庭の貧困で進学を断念 した本島人は、台湾社会 を飛び出す以外、

社会で一旗挙げるこ とができなかった とい う文脈が浮かび上がる。

「『仰げば尊 しわが師の恩』今 日は感激深い卒業式である。 陳木生、周連福、黄天賜、許文欽

の四人は、此の公学校へ入学 した時か らの仲よしであつた。中でも、優等生の陳木生は、頭脳 も

つ抜けてよく、周連福 と共に喇叭 手を して居たが、殊 に水泳の選手で人気 があつた。大きな米商

の息子である許文欽は、中学校へ上る といふが、外の三人はあま り家庭が裕福でないので、周連

福 と黄天賜の二人は、何処かの店員になる積 りだ と云つて居た」34)。

「許文金は中学校へ行つて居たが、中途で父の死に遭ひ、学校を退いて、 家業の米商を営み、

今は青年団の副団長を勤めて居た。周連福 も黄天賜 も、立派な店員 になつて、この青年団の団員

であつた。水泳選手であつた彼(注:陳)は 、事変勃発以来海蛇捕 りの儲 かる事を知つて南洋に

渡 り、好景気 に棹 さ して、一時は大儲 けを したが、仕事が上手になるにつれて、悪友に誘はれて

は、酒を飲んだ り、賭博を した り、悪い遊びを覚えて、今では体の健康 も勝れず、遂に失職 して

帰郷 して居たのだつた。悪 に憑かれた陳木生は、容易に其の殻 を脱 ぎ切れず、 とうとう密輸入を

して二年間懲役の刑を受け、暗い獄舎 に繋がれて居た」35)。

このような陳の生き方に対 し、ほかの3人 は地域社会で青年団員 として貢献 していた。なかで

も許文欽、周連福 は召集令状により戦地に赴 くことにな り、許は陳に家業を引き受けて もらい、

勇躍出征 して行 く。

陳木生から戦場の許文欽への手紙には、次のようなことが書いてあつた。

「『興亜の力』此の言葉は、私の暗い心の中へ あなたが投げて入れ て下 さつた、最初 の光明で

あ りま した。以来私は、たとへ小さいな栗 の一粒 でも、きつ と 「興亜の力」であ りたい と念願 し、

又以前の私の様に、埋れた 「興亜の力」を掘 り出す事に、一生懸命努力 して居 ります。 どうか後



事は御懸念な く、十分お国のためにお尽 く しくだ さい。 では御 自愛 をお祈 り致 します、さよな

ら」36)。

「二人は感激の涙に眼を曇 らせ なが ら、許文欽 『ナア周君!!人 の性は善だといつた。また悪

に強いものは、善にも強いといつたが、全 く陳木生君の事だつた。ほん とに埋れてゐた 「興亜の

力」であつた。』周連福 『いや許通訳殿!!陳 木生君を更生 させたのは、あなたの偉大な人格 で

あ ります。真剣 なあなたの誠意で あ ります。 あなた こそ、 より大 きな 「興亜の力」であ りま

す。』二人共いつの間にか、軍隊式な口調に変つていた」37）。

この紙芝居からは、地域社会が一丸 となって若者 を戦争 に駆 り立てている状況が明 らかである。

・学校 と不良少年

このよ うな状況の中、学校教育は どのように少年犯罪防止に有効であっただろ うか。

新竹地方法院検察官 ・中島大智は、 「學校 でも家庭 とよく連絡 をとることが必要ですね。大体

思春期の頃になつて不良化す る者はその期に於ける偶發的なものではな く、仔細に注意 してみ る

と、既に餓鬼大將の時分か らその芽生へがある様に思はれますね。ですか らその餓鬼大將の時分

からよく注意 して、充分保護封策 を講する必要があ ります」と述べている38)。

石橋慧空 は、「少年は、第二の国民である」 と述べ、当時の少年犯罪の原因を生理的、心理的、

環境面から述べている。そのなかで学校教育は個性 に照 らした教育を行 う場所ではないので、学

校教育 と家庭教育 との連携が必要だ と論 じている。

「親 も子供 を立派に育てあげん爲に、相當の頭脳 を持 ち母性愛或は最善の努力に依つてつ とめ

てはゐるが學校教育に委ねす ぎてゐるのではないだ らうか、學校は集團的に教育 して、個性に則

應 した教育は甚だ困難であ り、又無理である、故に母性愛、學校教育、家庭教育の協調 に侯たね

ばならぬと思ひます」39)。

国民学校 では不良少年に対する調査 を行 っていないが、問題 を起こ した少年の家庭を訪問す る

と、家庭の環境 、教育のまず さが 目立ったとい う。

竹園國民学校長は、「學校側の徹底 した調査のないことも、欠点であ りますが、家庭教育にも、

非常な欠点があると思ひます。兒童が何か悪事を働いた家を尋ね ると、子供 をかばふ風習があ り

ます、非常な困難を感 じ家庭教育に期待 も出来兼ねます」 と述べてい る4°)。

当時、警察、学校、その他関係機関 との連携は少 なく、新竹警察署司法主任 ・川野覚は 「私共

の手にまわって来る者 は不良の程度が相 当悪化 した者許 りであ ります。學校でも其の他の方面で

も本人將來の為めにと云ふので凡てを内濟に してゐ られ るので、『此の子は手におへないか ら何

とか して呉れ』 と事前に相談 を受けた事は滅多にあ りませ ん。 も う少 し事前に關係筋で相談 し合

って封策を講ず ると云ふ横 の連絡が必要であることを痛感 して居 ります。官公衙や銀行會社等の

給仕に不良が多いのですが、之も殆 ど内濟に して置いて、本人を辞職 させて了はれる様ですが、

その結果本人が改心すれば よいが却ってもつ と大きい事を仕出かす場合が多いのであ ります。斯



る者があった場合は事前 に警察の方に是非知 らせて欲 しい と思ひます。つ まり横 の連絡をとって

貰ひ度いのであ ります。 司法保護委員 も居 られるのですが、それ との連絡 も殆 どない模様 である

事は遺憾 に思ひます」 と述べている41)。しか し総督府の縦割 り行政では、横の連携 を保障す る行

政のシステムがなく、関係者同士の自発的な改革は難 しかったといえる。

学校で少年が不良化す る過程については、 「友達は良く知ってゐま して、そ う云ふ子 とは皆が

交際 し様 としない様ですね」 と述べている。学校 に不良少年の居場所はなかったのである44)。

しか し不良化 した友人に対 して、また不良化 した子 どもに対 して個人的 ・排他主義的であっては

な らない との新竹少年刑務所長 ・牟 田万次郎の意見 もあった。

「最近私が考へることですが一 こんな事 を云ふ と少 し不心得な考であると非難 を受けるかも知

れませんが一世の親達は 自分の子供に封 しては全愛を捧げて、吾が子の良 くなる様にと護 り育て

る行 くのであります。そ してその結果少 しで も悪い子が居 りま した ら、夫れ とは絶封に交はつて

はいけないと小 さい時か ら教へ付 けて居 ります。現下の時勢か ら考へてみます とこれでは少 し個

人主義的排他的であ り過 ぎは しないでせ うか、吾が子への不良性の感化 を防止す ると云ふ ことは

勿論絶封必要であ りますが、然 しあの子は悪い子だか ら絶封交はつてはいけない と、排斥ばか り

しないで他人の悪い子 をも、国の實として、好意を以て何 とか互に力を併せて善導 して行 くと云

ふ風に世の親達の心構 を変へて行 く必要はないものか と思つて居 ります。昨年有馬伯は新体制の

發足に当 り其の誓の言葉の中に 『旧に泥まず、各の持場に とらはれず』 と云ふ意味のことを言 っ

て居 られますが、少年保護事業の立場からも此の誓の言葉をよく味はつて、皆が各の立場 にとら

はれないで、横の連絡を充分密 に して適 当な技巧が講 じられたな らば、少年の不良化防止上非常

にいる結果がもた らされ るのではないか と思ひます」42)。

・家庭教育 と学校教育

学校に入る と家庭教育がおろそかになる傾 向について、中島は 「家庭で本人に暇や隙を輿へ る

様にな ります。 どの隙のあるのが どうもいけませんね。勉強丈でなく、運動 をさせるとか、家庭

の仕事 を手傳はせ るとか、又時には健全なる娯樂を老へ る様に しく兎に角無駄な暇を輿へ ない様

にす ることが よいことと思ひます」 と述べている43)。

寳國民学校長は、不良化 は家庭が原因であ り、学校は不良少年 にほとん ど関与 しない とい う世

間の了解 があるため、 「不良少年 の善導 と言ふ ことは一朝一夕で出來 る事ではあ りません。温情

主義 も洵 に結構ですが、ど うしてもかなはない ものは、先程 も話もあ りま したが、州別 に感化院

の如きものを設置 して、地方長官の命にて入所せ しめ、精神的訓練をなさしめる様せねばな らぬ

と思ひます。そ してなほる迄十年で も十五年 でも強制処分 をせねば駄 目だ と思ひます」 とい うよ

うに、健康な少年は学校で集団教育、不良少年は感化院で矯正教育 と言 うように分けて考えてい

た45)。

・家庭の不和



不良化の第一歩 として就学 しな くなることがある。その背景には、家庭の不和が挙げ られてい

る。

「例えば、母は炊事婦等 してやつ と生活 し、常に家 を室け勝 ちである爲め、其の子は主 として

祖母が世話 して居たのです、然 し母を恋 しがつて時々は母の雇はれ先 に泊 りに行つて居 りました。

斯 くて四年生頃か ら兎角學校 も欠席勝 ちとな り、其の上授業料 も滞納勝ちとな りました。それで

學校では同情 して授業料免除の手続を執つたのですが、父に財産があると云ふ理由で許可 されず、

あれやこれやする裡に逐々本当に學校 が嫌 になって了つて、五年生になってか ら無断休校が続 き、

そ して祖母の許にも歸 らないで藁小屋 の中や空 きバスの中に寝 る様な 日も続 きま した。學校 とし

ては家庭 と連絡を執 り封策 を講 じよ うとしたのですが、何分にも家庭が三分 して居 りますので要

領を得ず、派出所 とも連絡 を執つたが巧 くゆかないで、今でも非常に困つてゐる状態です、元来

頭の良い子なんですが、 どうも悪 くて困って居ます。 これは最 もひ どい例なんですが、父母の間

に好ま しからざる事情が伏在 してゐる子は大てい不良化 しますね」46)。

当時台湾でも内地同様、夫の不義は認め られて も妻は貫通罪 に問われ るなど、同一の行為に対

して明 らかに法的な差別が存在 した。 当時の社会通念か ら、夫は家庭を顧みないでも社会的に責

められることは少 なかった。 しか し、再婚は少年の家庭内の地位 を大きく変え、養父母による先

妻の子 どもへのい じめも多かった。

「第一の場合は家庭の不和、欠陥に因るものであ ります。父は壷北の某役所 に勤めてゐたので

すが、先妻が一人の子 を遺 して死んだので後妻 を貰ひました。すると其の子 と後妻の子 と仲が悪

く、其の結果遂に先妻の子は家出し夜は臺北駅等に寝て昼は浮浪 し、家に歸って来ないのです。

父は知人に頼んで家に連れ歸 らうとしたのですが どうしても歸 らうとしません。こんな子の將來

は本当に危険であると思ひます。 さらには、保護者の子育てに対する関心の薄 さも挙げ られてい

る。 「父が大変 な酒飲みで一向子供の面倒 をみてや りません。そ こで母は一人で氣 をもんで何 と

か して良い子 に育ててや らうと時々は授業等も参観 に行つて一生懸命で した。其の子は元來頭 の

よくない子で、授業時間中でも先生が何を尋ねても滅多に手の挙が らない子で した。或る日丁度

母が参観 に來て居 る際、珍 らしくも手を挙げて先生の質問に答へたのです。先生は激勵の意味で

非常にその子 を褒めま した。 それでその子 も母 もすつか り喜んで、其の晩母 はその喜びを父に傳

へたのです。すると父は 「何!こ んな子に何が出來るものか」 と云って一笑 に附 して了ひました。

それからと云ふものは此の子 はすつか り悪 くなつて了ひま した」47)。

親の虚栄心によるもの もある。 「或 る子が六年 、高一、高二、 と三度 中等學校の入學試験を受

けたのですがどうして も通 らず、逐々某私立中学 を受けま した。その夜同じ地方の受験生 と一緒

に汽車で歸つて来たのですが、他の子供達の親は試験の結果や安否を氣遣って皆駅迄迎へに行 き

ま した。然 し其の子の親 は迎へに行つてゐなかつたので、濁 りしょんぼ りと隠れ る様に して歸つ

て行きました。その親は 『どうせ成績 の悪い子だか ら』 と体裁を憚つた もの らしいのですが、親



が見榮に捉はれて愛情を披瀝 して迎へなかった為めにその子はその後悪 くなって行 つたのであり

ます」48)。

このよ うな家庭 内の問題のほか、学校においても学歴偏重主義がは こびってお り、それが学校

における精神面の指導がお ろそかになる要因だ とい う指摘 もある。

「どうも従来一般に中等學校への入學率の多い學校 を良い學校 と云ふ風 に見てゐる傾向が強 く、

従 って智識の方にのみ走 り過 ぎてゐる傾 きがある様に思はれます。 もつ と精神方面に重点を置 く

必要を痛感 して居ます。児童 は受験準備に必要なる事は畳えてて、 さうでない事は絵 り覧 え様 と

しないのではないでせ うか。國民學校になつてか ら、將來は精紳方面に重 きを置 く様 に したな ら

ば、ずつ と不良化の防止 をな し得るのではないか と思ひますね」49)。

一方で、「精神方面に重きを置 く」よ うな論調 に、雑誌編集者 は巻末 に次のよ うな小文を記 し

ている。

「婦人の方の変 りものとして美 しか らぬオール ドミスの典型的国民学校の先生がある。その先

生が或 る時お習字の先生か ら、小学校や公学校が今度国民学校 といふ名 に変へ られ ましたが、今

迄 と何処が違つて来るのですか と訊かれて返事に窮 し、顔 を赤 らめ、も じも じしてゐたが、僕は

其の時、恐 らくこの先生以外の先生の中にも、同様に答へ られない先生方が案外少 なくないので

はあるまいかと思つた」50)。

このほか学校の問題点 として、新竹市教育課長 ・輿水武が 「精紳指導上の難点 となるものは學

級人員の非常に多い事です。現在の様に一學級八十名内外にも上つてゐては、 どうしても一人一

人の適切 なる精紳指導が不能です。來 るべき義務教育制 となってからは其の点に遺憾のない様 に

六十人以下 とし度い もの と思ひます」 と指摘するよ うに、多人数一斉教育にもあった51)。

このような学校の状況では、警察が不良化 した少年に対応 した。保護者 として も子 どもが学校

か ら見放 された以上、生活のために働 く稼ぎ手 として仕込む以外になかった。

「新富町の者で父は山で炭焼を し、家庭では母 は盲で したので、八十歳になる祖母がよく本人

の面倒を見、何か ら何迄親代 りに世話 してや ってゐたのです、が盲 ら滅法その子 を甘やか し自由

を與へ過 ぎたので、五年生時分か ら時々家に歸 らず外泊 〔級友の家に〕 し勝 ちとな り、學校では

級友の辨当を盗み食ひ した り等 して段々悪 くな り、逐には学用品其の他 をちよいちよい盗む様に

な りま した。そ こで學校では祖母の方 と連絡をとり封策を講 じたのですが どうしても直 らないの

で父を呼び出 しその事を話 しま したら、父は さっ さと炭焼の山へ連れて行つて了ひま した。家庭

の事情で不良化 し初めたら仲々教員丈の手には負へません、で此の子の場合 は警察にも事情を打

明けて御援助 を乞ふた次第であ ります」52)。

3家 庭 と母親

・母親の負担



少年が非行に走 る要因 として、当時の官僚 、関係者の多 くは家庭 の問題 を挙げていた。特 に

「戦争の激化」一 「男性が兵士 として出征」一 「女性 ・少年の職場進出」ー 「十分に教育 ・愛情

を受け られない少年の不良化」 とい う図式が提示 され、それ ゆえに母親 の教育力の向上が求め ら

れた。特に、 日本人女性 は、子女の教育のため尽力す る優秀 さで、母性愛 を知 らないまま環境 ・

教育に恵まれず不良化する少年を救済すべ きだとい う論が展開された。学校の教育問題 だとい う

視点はほとん どない。戦争が激 しくなると、内地か ら関係団体の女性が、女性の社会貢献につい

て講演をするなど、少年保護活動における女性の位置づけが高まる。

堀田繁勝(昭 和18年 に高等法院上告部判官)は 、 「少年保護記念 日は即ち母親 に対する感謝の

日でなければな らぬ。そ して母親の慈愛又は正 しき母親の慈愛 を欠いて居る少年に対す る適当な

方策を改めて検討す る日である。其の経済的負担迄 も母親の繊手に委ねて顧みないことは国策 と

して重大な欠陥があることである。私は理想 として子女の養育、教育の物質的負担は国家が負ふ

べきもの と信ずるのであるが、差 当つては資力の乏 しい親に養育費の最小限度を保証すべきもの

と思ふ。今月よ り支給せ らるる家族手当は金額は暫 く措 き、国家の厚生政策 として誠に慶賀に堪

へ ざるものがあるが、之は官公吏若 くは国策に順応す る会社の勤人にのみ恩沢の及ぶ ものであつ

て、それ以外の国民の大多数を占める部分 に及ばないので ある。殊に国軍の中枢 を為すべき農村

子弟の養育に障害を及ぼす ことを思へば之程焦眉の施策はないのである。財源は国民負担の公平

か ら見ていくらでも考へ られるのではあるまいか。若 し早急に運ばぬ とすれば不満足であらうが

常会、隣組或は団体での 自治的施策に待つ て至急奉公の実 を挙ぐべ きものと思ふのである」 とい

うように、 「母の慈愛」 とい う言葉が尊重 されてはいた ものの、一部の識者の間では、母親 だけ

に教育を任せ ることの問題が指摘 され、教育は国家の責任 だ とい う論 もあった53)。これは 「子は

家の宝であるばか りでな く国の宝」だ とい う当時の考 えに合致 したものだが、同時に厳 しい生活

の中で子 どもの教育を十分 に行 えない家庭 の多 さを反映 した意見でもあった。

・家庭の教育力

法務局長中村八十一は、「戦争は犯罪を生む」背景 として、父兄の出征、母姉の社会進出によ

る家庭における指導監督の欠陥、飲食産業への少年労働者の著 しい就職、身分不相応の収入 を挙

げた54)。中村は、法務局行刑課長堀田繁勝 と同様、少年保護 は少数の保護機 関のみの活動では万

全を期す ことはできないため、決戦体制に即応す る積極的な国民社会の全面的協力が必要であ り、

父母兄弟が真実愛の発露により保護監督す ることが第一 と述べている。

「家庭 と国家の関係 は、『日本の家庭は国家の縮図』『興亜 日本 に子は寳』『聖業達成の重責を

双肩に荷 う國の寳』であった。既 に不良化 しつつ ある少年 と判つたら直ちに夫々の機関に協力を

需めて正 しく教護す ることを怠つてはな らぬ と共 に社会一般 も亦国民総進軍の時局を刻銘 して、

少年の保護 に全的支援協力 を期待 したい。そ して更に一歩進めて要保護少年になる前にもつ と親

は子の教養に関心を持つべ きである。母は、親は、家庭は単に面 目の上か ら要保護少年の問題を



考慮する事な しに真剣に子を家の子 として皇国の子 として生活せ しめ教養すべきである」55)。

また、高等法院検察官長 ・古山春 司郎 も、 「國家は個人 と異な り他國 より養子 を貰つてその存

續を計ることは出来ないのであ り左様 な次第で子は家の寳であるばか りではな く全 く國の賓であ

ります」 「子供の教養 訓練に最大の努力を梯ふ ことが銃後國民の最 も貴重 なる愛國的任務の一で

あることを忘れてはな らぬのであります」 と述べ、家庭の教育力向上は銃後の国民の義務である

とい う論調であった56)。

台北地方法院検察官長 ・伊藤兼吉は、「広大なる東亜の共栄圏確立の為に、我国がその指導的

役割を果す為 には、何 うしても人的資源を確保培養 し、強力なる中堅層 を数多 く養成することが

最 も急務 な りと信ずるものであ ります」 として、そのために必要なのは 「少年愛護 の方途 として

考 えられ るのは母性愛」だ と述べ、「少年航空兵が生死の関頭 に立ってまず まぶたに映 るのは産

土の社に祈 る母の姿であるとは新聞紙の報ず るところであ ります。わが国における家庭生活は欧

米 自由主義国にお ける夫婦享楽を中心 とす るものではな く子女の育成向上で家庭の和楽興味の中

心 となす ものなることは誠に意 を強 うす るところであ りますが、少年に対す る感化力の大なるだ

けそれだけ世の母たるものは大にこの際 自覚せ ざるベか らず と思ふのであ ります」 と教育にお け

る母親 の重要性 を強調 してい る57)。

しか し戦時下社会構造の変化に伴い女性が社会進出せ ざるを得ず、その中で 「母」の役割を担

うべ き女性が家庭に不在 となったことも指摘 されている。

「今 日の社会機構は家庭職業 を奪つて次第次第に工場へ集めて しまつた。従つて一家の主婦が

街頭へ街頭へ と出て行かねばならぬ状態である。彼 らには嘗つて吾々の味 はつた慈母、慈姉の愛

が如何様に味ははれてゐ るであ らうか。世の中が忙 しくなるにつれて、父親 はまたその子供にか

まつて居 られなくなつた。多 くの労働者は、その子が寝て後に帰 り、子供 よ り先きに起きて出る。

中には一家の柱石たるべきものが、終 日怠 け通 し、酒色 に耽つて、貧困に親を泣かせ 、妻子を飢

餓に苦 しめてゐるものがある。怒 りと憤 りに荒れ狂つてその子を虐 げその妻を殴 り、常 に風波の

絶えない家 もある。 中には家庭 は円満 、生計に不 自由は無 く、両親 に教養 もあ り子弟の教育には

意を用ゐてゐるが、厳格にその身を持す るのあま り、子弟の教育 も自ら厳格 となつて、些細のこ

とでも一歩 も仮借せず、秋下烈 日の態度 に出つるものがある。中には裕福 な富にまかせて、蝶 よ

花 よと育て、雨にもあてず、風 にも曝 さず、 阿諛便侫の女中家僕 に教育 を委せて気随気儘 に振舞

はせ、確乎た る指導はや らぬものもある。かく考へると、人間の悪化 には恵まれ ざる素質 よりも、

不良の環境 よ りも外 になほ条件 が加はつてゐるや うに思ふ」58)。

東京 より招聘 され、各地で女性の社会的貢献 について論 じた司法省嘱託松平俊子は、「お役所

と民間の者達が皆んな協力を して、致 さなければ僅かの数で御座 いません、大きな数で御座いま

すか ら、お役所 だけでは其の仕事は出来ないのであ ります、民間の特志家の協力がなければ出来

ません」 と、少年保護は女性 に適 した仕事であり、家庭 を治めるこ とが女性の仕事ではあるがそ



れだけでは時勢柄治ま らな くなっていると述べている59)。

「特に少年を保護せ よといふ御聖 旨の法律で御座いますか ら之は最 も婦人に適 した御仕事だ ら

うと思ひます、明治の御代か ら婦人は唯だ家庭 にのみ家庭 を持 ち、自分達の子弟を教育 して居 る

といふだけでは責任が止め られな くなつて参つて居 ります、夫はお互様 に無論婦人の転職は家庭

を治むるといふ事で御座います、此の婦人が家庭を治むるといふ問題は建国以来今 日迄、又将来

迄必ず変 るものではない と思ひます 、世の中が進まない時分には、生活は単純で御座いま した。

だか ら婦人はそんなに家庭外の事に迄眼を放たないで も家庭の中に於て婦徳 を積み、 さうして子

弟の教育をして行 くといふ事だけで済んで居 りました、私共の若い頃は、矢張 り御婦人は一年の

中に外出するのは、一度か二度 さうして外出する時には舅、姑の御許 しを得てお里の親御 さんの

ご機嫌を伺ひに行 くや うな ことが、お嫁 さん時代にあつた、其の位 しか許 されない といふ事であ

りま したが、段 々生活が複雑 にな り国民の手が一人で二つにも三つにも働いて ご奉公 しなければ

な らん時代にな り、其処で婦人が唯だ家庭の中だけに坐つて居 られない といふ事になつたのであ

ります、で之は国家が段 々大きくな り、国家が広 くな り、国民が働 く場面が広 くな り国民は同時

に忙 しくな ります、 さうして手が沢山入 りますか ら婦人は家庭を治めといふ天職 を果 した其 の上

に、時間 と必要 との余裕 を作 りま して、又精神力の余裕 を作 りま して、国家の為 に何事か御務め

を しなければならない世の中にな りま したか ら婦人 も非常に忙 しくな り、又非常に苦労が多くな

つた」60)。

「お母 さん方の立場にある婦人 と致 しましては、少年 の保護 といふ事に関心を深 くしてお互に

強力を して善い社会を作る、子供の為に善い生育の機関を作つて行ふ と努力 をす るのが責任 じゃ

ないかと思ひます、 さうい ふ事は指導階級の方で ご希望になるか ら特志の方 は是非 申出になつた

方が宜い と思ひます、 さういふや うな少年が出た場合は、少年保護 司で取扱ひます、又犯罪防止

といふ事が云はれて居る、今警察辺 りに しま して も防犯課 といふのが御座いま して、斯 ういふ事

を未然に未発に悪をだ さないや うに未然 に防ぐといふ事 に力 を注がれて居る、之が社会政策 と致

しま して最も大切な事であ ります、病気 をす るお薬 を飲ます といふ事 よりも、病気 にな らないや

うに身体を鍛へ るといふ事が大切である、抵抗力を作るといふ事が大切であ ります、又精神 もさ

うであります、学校で教育勅語の御聖 旨によつて鍛へます精神で御座 います、 日本国民 としま し

ては国民道徳人道 といふ ものを知 らないものはない筈で御座います、夫が どういふ訳 けか忘れ る

事がある、之は社会の悪、身体で申せ ば気候が悪い とか、食ひ過 ぎるとか色々の問題があると思

ひます、心にも矢張 り気候が悪い と同 じや うな社会悪、家庭に於 ける色々の欠陥、 さういふや う

なお友達が悪い為 とか色 々原 因が御座います」61)。

松平俊子は、女性 が社会進出す るのは国家の要請 であ り、 「此の世の中の どんな物でも国家の

拝借物だ、皇室から拝借 して居る物だ、 さういふ心持 ちを以て有難 く頂戴 をしてお運びをす る、

又頂 く物 はお流れ を頂戴す る、さういふ心持ちで頂かなければな らない、之はお茶の作法 とお客



様 になる作法、お茶の作法だけれ ども夫は 日常の心掛けになる、全 く日本の家庭の教育法は能 く

出来て居 る、 自分の身を捧 げ自分の身は粉 にしてでも家の皆を良くしてい く、又人様 を美 しくし

て行 くといふ犠牲の心持ち」で、婦人 は自発的にではなく時局をわきまえ身を粉に して要請にこ

たえるべきだ と述べた62)。

4精 神論と少年犯罪防止

台北教護聯盟主事 ・東八郎は、他の帝国主義諸国の植民地支配 に比べて台湾支配は穏健 で文化

的で当地の産業発展に も寄与 していると述べ、それはまさしく国恩、一視同仁の御聖 旨によるも

のだと述べている。

「我々台湾に居るものは寔に天恩の宏代な るを感謝 しなけれ ばな らぬ。欧米各国が如何に其の

植民地 を遇 して居 るかを思へば判 るのであ ります、印度が百年以上英吉利 の手に在つて今 どう云

ふ状態にあるか、又印度支那は仏蘭西領 になつてど う云ふ状態にあるか、或は蘭領印度 は今 どう

云ふ状態にあるか、彼の地を搾取 し、土人の生活程度を如何 に貧 しくし、如何に して金 を儲けせ

しめぬや うに し、如何に して彼等の知識 を授けないや うにす るか と云ふ ことにのみ努力 して居る、

それに反 して我が 日本の一地域である此の台湾は、如何に して教育を普及するか、如何に して人

民の富を殖やすか、如何に して米、砂糖を殖や し、人 口を殖や して行 くか と云ふ ことに努 めて居

る、少 し伝染病があれば予防注射 を受 けない ものを罰 してまでも人口 の増加 に努 めて居 る、此の

有難き台湾 に住む処のお互は、此の国恩、一視同仁の御聖旨に感謝感激 して奉公の道 を尽 くさな

ければな らん と考へ るのであ ります」63)。

多 くの 日本人官僚が、元来の 日本固有の精神の尊重によって、他 の植民地とは異な り如何に台

湾では優れた統治が行やれているのかを説いた。 また幼時よ り家庭で信仰心を培 うべきで、神社

参拝が学校 ・家庭 で行われ ることで不良化防止につながると考えている者 も多かった。 日本精神

の強調が少年犯罪防止 に有効な対策であった。

もっ とも本島人の思想統一のため神社参拝は重要な儀式ではあったが、この ように不良化防止

を考える背景は次のような憲兵隊長の言葉か らも察せ られる。

「然 し本島の人の中で神社の前を通過す る時拝礼する人は極 めて少いのであ ります。 どうか此

方面の反省及び指導を希望するのであ ります、忠君愛国の思想、之を私は銃後に於ける第一要件

として考へて居 るのであ ります。司法保護事業は人的資源獲得を一の要素 として居 ります。年 々

台湾に於 て犯罪 を犯すものが四万数千人に及んで居 るのであ ります、此の人々が罪 より離れて台

湾の労力の不足を補つて行つたな らば如何 に有効 であ らうかと思ふのであ ります、又五、一五事

件、或は二、二六事件 は私 は憲兵 として間接にいろいろ知つて居 りますが、之等の関係者の中其

の刑 を終 り或は釈放 されたるものに就て見ますのに大部分は立派に行動を して居 ります。例へば

戦争 に行 きま して極めて勇敢な、例へば上海附近に最初上陸の時に、あの揚子江 口は急流であつ



て、上は濁つて居つて下の深 さも判 らない魔の海である、それに先づ第一に船か ら飛降 りて深 さ

を見たのはこれ等の人々が多かった、其の他戦闘でも常に第一に立つて心で行つた人が多いので

あ ります。之等の事件は元来愛国か ら発 したる事件であ りますことを考へま して、如何 に愛国思

想 と云ふことが必要であるか と云ふことが判 る、又一般軍人軍属に して誤つて破廉恥罪を犯 した

ものでも其後いろいろ立派な成績 を挙げて居 るものが少なくないのであ ります。導 くものも導か

れるものも相共に苦 しみ相共 に楽 しむ心を持つて行つたんな らば必ずや さう云ふ結果になると存

ずるのであ ります」64)。

罪を犯 した者が戦場で第一線に立ち、貢献 した との紹介は、序列意識の高い軍隊で最下層 に位

置づけ られた こととも理解できる。

・日本精神

新竹少年刑務所長 ・牟田万次郎が述べ るように、 日本精神は、「決 して独逸や伊太利等の全体

主義国家群を模倣す るものではな く、我国体に則 し真の 日本精神を更生せ しめんが為めの運動で、

欧米思想の一部を持入れ之を消化 して 日本精神 の栄養た らしむ る外断 じて之を鵜呑みに し食傷せ

しめてはならぬものであった。故に此際固有の 日本精神を災せ しめた唯物的 自由主義、又個人主

義的外来思想に充分なる検討 を加へ清算 して皇室中心主義の大義に則 り、一億一心万民扶翼の大

精神 を発揚す ることが、即ち新体制の基礎観念であ り、近時唱へ られつつある公益優先の語は新

しくとも、元来 日本精神の中枢 をなす ものは此公益優先の思想 であつたのが何時の間にが外来思

想 に災せ られ、蝕まれて居たに過 ぎない、即 ち明治以来我国は西欧文明を吸収 して驚 くべき発展

を遂げたのであるが、その反面それにより幾多の弊害 も醸成せ られたのであ り、今に して昭和維

新の実を挙 ぐるに非 ざれば内部的に見ても感心すべき多くのものを蔵 して居るのである」65)。

「従来の保護思想 は多分に外来的であ り。個人主義的でその指導精神 を見て も公益優先的思想

は殆 ど含 まれて居 らなかつたのが、支那事変勃発以来 日を経 るに随ひ人的資源の不足 とな り、保

護対象者 を善導 して国家総力戦に参加せ しむることは此際保護事業関係者に課せ られた責務であ

ると言ふ様なことが言はれ出 してか ら、幾分でも保護思想 の上にそれが芽生えたことを慶んだ次

第であるが、然 し現在に於てもその多 くは被保護者の為めにと言ふ思想の下にそれがな されて居

るのであつて、言換へると彼等を社会の敗残者であ り、弱者であると言ふ見地から、彼等を憐み

愛 と同情 を寄することが、所謂保護の総てであるかの如 く考へ られて居 るが、然 しそれ丈では彼

等 を救ひ、進んで国家有用のものにまでなす ことは困難ではあるまいか。皇民化 とは真の 日本精

神の注入 と、その培養以外にはない随つて台湾に於 ける保護の精神は、保護事業 を通 じて顕現せ

らるべき、 日本精神であらねばならぬ、換言すると保護を通 じて大政を翼賛 し奉 ることであ り被

保護者に対 しては滅私奉公、 公益優先の指導 をなす ことである、勿論指導の手段は複雑多岐であ

つてもその根本精神 をなす ものはこれ以外に何ものをも存在 してはならぬ と思ふのである」66)。

新竹地方法院検察官 ・中島大智は、 「近頃學校 では よく神宮遥拝や神社参拝 をさせ られてゐま



すが、これ は少年の不良化防止の立場か らも誠に結構 な事 と思ひます。然 し學校丈でな く、 もつ

と小 さい時か ら家庭で神佛 に封する信仰 心を養って置 く事が何 よ り大切です。幼時か ら神棚や祖

先を祭 る佛壇への禮拝 の躾 を養つて置 くことが必要です。 こんな事 を言へば偶像崇拝 と笑はれ る

かも知れませんが、偶像崇拝 と云ふ訳ではな く、聖なるものに合掌 を捧げるその一刹那の敬処な

る心持ちの連続が、惹 いては少年を不良化か ら護 ると云ふことになるのです」 と述べている67)。

この 「聖なるものに合掌 を捧げる」 ことが、社会の貧困、家庭 の貧困、買喰の習慣、思春期に

ある少年の心情を反映 した少年の不良化防止対応策 とは言いがたい。 しか し、検察官である中島

が 「私の十数年の検察、検察官生活中、取調べの際先づ四大節は何 日か と訊 いて も、正確 に知つ

て居た者 は殆 どなかつた と云ふ有様です。それを正確に知つてゐる者であつたら殆 ど犯罪 に陥る

心配はない と云つてもよいのです」 と述べていることか ら、社会が要求す る規範 に忠実な者は犯

罪に走 りにくい側面があった68)。

・少年犯罪 と戦争

戦争 と犯罪については、新竹少年刑務所長 ・牟田の次の意見に代表 され る考えが当時の一般的

な見解 であった。

「濁逸 に於て第一次世界大戦の際少年犯罪が激増 した原因 として、(一)少 年は非常旧感受性

に富み、従 って戦争が長び くと自然 と精紳 に動揺 を来たす。(二)少 年の教育、指導、監督機關

の不足、(三)戦 時下には人の不足を来たすか ら少年が どんどん大人に代つて職場 に進 出 し、指

導監督が不充分であるか ら自惚心を起す、(四)強 度 の労働 に依 って、過労 と榮養不良に陥 り随

つて一時の享樂 に走 ると云ふ様な事が挙げ られてゐた様ですが、臺湾では徴兵制度 も敷かれて居

らないか ら、此の四つの理由は必ず しも当 らないだ らうと思ひます。然 し事変以来物資の不足や

物債の騰貴が窃盗の原因となって居 ることは事實です。少年犯罪の八十五%迄 が窃盗です が、例

へば事変初期の頃の窃盗罪をみます と、古鐵類の騰貴に依って今迄全 く捨てて顧み られなかつた

古鐵類を盗つて売 ると云つた性質のものが非常に多 く、又働 き先で辨 当箱の中に釘 を詰 めて持つ

て歸つてこれ を闇で売 り、その金で遊興すると云ふ例 もあ りました」69)。

しか し戦争によ り少年犯罪が増加するとい うも、その統計処理 にどこまで信頼が置けるのか と

い う問題 もある。つま り検挙率が高い都市は少年犯罪発生率は上昇す る。 この点、台北教護聯盟

主事 ・東八郎は次のよ うに述べている。

「非常時局の後には不良青少年が増加す るといふ。事実その通 りで内地では支那事変以来 さう

した傾向が見 られ るとの事である。わが台湾の現状は どうであるか。確かに増加 してゐるといふ

見方 もある。或は減少 してゐるといふ見方 もある。事実は増 してゐるが、警察方面の人的不足 に

よつて、発見できず減少の統計を示 してゐるといふ見方 もある」70)。



お わ り に ー 銃 後 の 治 安 を 保 ち 一 人 の 落 伍 者 も 出 さ ず 一

日 本 精 神 、 敬 神 思 想 を 強 調 した 総 督 府 の 官 僚 の 中 に も 、 実 際 の 台 湾 人 の 生 活 の 窮 乏 、 十 分 に 教

育 を 受 け ら れ ず 丁 稚 奉 公 、 花 柳 界 に 養 女 に 出 さ れ る 子 ど も の 存 在 に 対 す る 理 解 は あ っ た 。 しか し 、

少 年 や 親 の 性 格 ・能 力 の 問 題 や 日本 精 神 の 欠 如 が 少 年 の 不 良 化 の 要 因 で あ る と 公 言 す る 者 が 多 か

っ た 。
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6月 、P.8。

60)同 上 、p.12。

61)同 上 、p.19。

62)同 上 、p.25。

63)台 北 教 護 聯 盟 主 事 ・東 八 郎 「子 女 不 良化 の 因 由 」 『台 湾 司法 保 護 』 第75号 、p .11。

64)日 台 北 憲 兵 隊長 ・酒 井 周 吉 「時 局 に 対 す る銃 後 の 心 構 へ 」 台 湾 司 法 保 護 事 業 聯 盟 『台 湾 司 法 保 護 』 第70

号 、 昭 和15年11月15日 、pp.10-11。

65)同 上 、p.15。

66)同 上 、p.16。

67)『 台 湾 司 法保 護 』 第76号 、p.38。

68)同 上 、p.39。

69)同 上 、P.41。

70)台 北 教 護 聯 盟 主 事 ・東 八 郎 「子 女 不 良 化 の 因 由」 同 上 、p.7。


